
社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会「福祉委員会活動助成事業」実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、いなべ市及びいなべ市社会福祉協議会が推進する地域福

祉活動の基礎組織である「福祉委員会」の設置において、助成金を交付するこ

とにより、その立ち上げと活動の継続を支援し、もって地域福祉の推進を図る

ことを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 福祉委員会とは、地域住民の参画により、自主的・主体的に運営する住

民主体の組織をいい、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４

５第２項第５号に規定する生活支援体制整備事業の活動圏域（第２層）に位置

付けるものとする。 

２ 福祉委員会を設置する単位は、自治会単位から小学校区単位を基本とし、住

民による福祉活動が効果的・効率的に実践できる範囲とする。 

３ 福祉委員会は、自治会長が選任した福祉委員長を中心に、地域の福祉活動組

織やボランティアなど（自治会、民生委員・児童委員、老人会、その他団体な

ど）で構成するものとする。 

４ 福祉委員会は、その活動として、次のいずれにも取り組むものとする。 

（１）当該地区における課題等の把握と情報共有（見える化）、及び解決に向け

た話し合い（福祉委員会として単独で年２回以上開催） 

（２）地区内における見守りや支え合い活動等、地域福祉活動の促進に向けた普

及啓発と働きかけ 

（３）地区内外の関係者や関係機関との連携、ネットワークづくり 

（４）その他、当該地区に必要な活動 

 

（交付基準） 

第３条 いなべ市及びいなべ市社会福祉協議会は、福祉委員会を設置しようと

する地区に対し、２ケ年計画でその支援を行うものとする。 

２ 福祉委員会に対する助成金の額は、それぞれの年度区分（段階）及び活動内

容に応じて、別表１に定める金額をいなべ市社会福祉協議会（以下「本会」）

から交付する。 

 

（登録） 

第４条 福祉委員会を設置しようとする地区は、福祉委員会の設置にあたり、あ

らかじめ「福祉委員会登録票（様式第１号）」をいなべ市社会福祉協議会会長

（以下「会長」という。）に提出しなければならない。 

 

（交付申請） 

第５条 助成金の交付を受けようとする地区は、福祉委員会の活動を行う年度

ごとに、初年度については活動開始の１月前までに、次年度以降は当該年度の

４月３０日（休日の場合はその翌日）までに、福祉委員会活動助成事業申請書

（様式第２号）を会長に提出しなければならない。 

 

 



（交付決定） 

第６条 前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、助成金の交付

の可否を福祉委員会活動助成金交付決定(却下)通知書（様式第３号）により、

申請を行った地区へ通知するものとする。 

 

（報告） 

第７条 助成金の交付を受けた地区は、交付を受けた翌年度の４月１０日（休日

の場合はその翌日）までに、福祉委員会活動助成事業報告書（様式第４号）に

その活動状況がわかる写真（１回の活動あたり２枚以上）、支え合いマップを

添えて、会長に提出しなければならない。 

 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、福祉委員会活動助成事業の実施に関し

必要な事項は、会長が別に定める。 

 

附則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

      令和３年４月１日一部改正 

      令和４年４月１日一部改正 

      令和５年４月１日一部改正 

別表１ 

 

区分（段階） 活動内容（交付条件） 
助成金額 

（年額） 

１年目 

（第２条第４項に定める内容のほか） 

【必須】 

① 支え合いマップの作成 

１０，０００円 

２年目以降 

（第２条第４項に定める内容のほか） 

【必須】 

① 支え合いマップの更新 

【選択】※下記の活動を一つ選択 

② 地区内福祉勉強会の開催 

③ 避難行動要支援者制度の推進 

④ 訪問活動 

⑤ 居場所づくり 

⑥ 防災、防犯、環境美化活動 

⑦ 福祉委員会活動周知 

⑧ その他、地域課題に併せた取り組み 

３０，０００円 


